
誓約書を徴し、保管しなければならない事例（R7.12.31まで） 

 市 

元請 Ａ建設 

・契約金額が 130 万円を超えるので、市はＡ

建設から誓約書を徴し、保管。 

下請 Ｂ建設 

・契約金額が合計
で 600 万円であり、
130 万円を超える
のでＡ建設はＤ建
設から誓約書を徴
し、保管。 

下請 Ｄ建設 

物品納入等契約 

Ｇ会社 

誓
約
書 

誓
約
書 

 

・5,000 万円の工事をＡ建設と請負契約する 

・200 万円の物品
納入等契約をＧ会
社とする ・契約金額が 200

万円であり、130 万
円を超えるのでＤ
建設はＧ会社から
誓約書を徴し、保
管。 

誓
約
書 

 

・契約金額が 130 万
円以下なので、誓約
書は徴しない。 

・100 万円の下請契

約をＢ建設とする 

・100 万円の下請
契約をＤ建設とす
る 
・再度、500 万円
の下請契約をＤ
建設とする 

物品納入等契約 

Ｅ会社 

・50万円の物品納入
等契約をＥ会社とす
る 

・契約金額が 130 万
円以下なので、誓約
書は徴しない。 

・契約金額が 1,000
万円であり、130 万
円を超えるのでＡ
建設はＣ建設から
誓約書を徴し、保
管。 

下請 Ｃ建設 

下請 Ｆ建設 

誓
約
書 

 
・130 万円の下請契

約をＦ建設とする 

・契約金額が 130 万
円以下なので、誓約
書は徴しない。 

・1,000 万円の下請

契約をＣ建設とする 


